
〔２〕学校生活の注意

《連絡について》

① 連絡は各端末で確認できるよう、下記２つの登録を必ずお願いします。 

□【生徒のみ】「Google Classroom」 ･･･学年ごとに連絡が入ります。 

□【保護者＋生徒】「すぐーる」

・端末（携帯電話等）スクーリング時の欠席連絡ができます。 

・学校や教育委員会からの重要な連絡が入ります。 

・成績や通知票が配信されます。 

・先生方から連絡がメールで届くこともあります。 

② 電話連絡 通信制職員室（０９６-３７２-５３７２）

対応可能時間帯 ９：００～１６：３０

※土・祝日及び通信制休業日（主に火曜）、上記以外の時間帯は留守番電話と

なっていますので、日を改めてご連絡ください。

・スクーリング中は、職員が授業で不在となりますので、緊急の場合以外は生

徒の呼び出し電話は受け付けません。 

・電話する場合は、学年・組・氏名を告げ、簡潔に要件をお願いします。 

③「通信制掲示板」　登校したらまず確認すること。

④ 通信制ホームページ 

https://sh.higo.ed.jp/yusinkan/通信制 

※行事予定、各種証明書、活動の様子、荒天時の登校等が 

確認できます。

⑤ 機関誌「図南」……年４回発行しています。 

《通学等について》

① 交通関係 

ア「車両通学願」提出 

原付・自動二輪車・自転車については審査後に許可証を発行します。 

イ 駐車と交通マナー 

原付・自動二輪車・自動車は所定の場所に駐車し、学校敷地内は徐行す

ること。近隣は住宅街になるので騒音は立てないで下さい。交通マナー

が悪い場合には、通学許可を取り消すこともあります。 

ウ 自転車通学生 

令和７年度からヘルメットが義務化となりました。着用をお願いします。

② 学校生活でのマナーについて 

ア 所持品には記名し、学校に高価なものや学習に不要なものは持ち込まな 

い。貴重品は各自で管理すること。落とし物は職員室まで。 
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 イ 校⯋内・敷地内඲㠃⚗↮。 

近隣のᗑ⯒やබᅬにおけるマナーも、ేせてᚰ᥃けて下さい。 

 ウ ࣑ࢦは必ず持ちᖐる。学校࿘㎶に㏞ᝨをかけないようお願いします。 

《㠃᥋ᣦᑟ（授業）等について》

① 重要な連絡があるので、6+R には必ず出席すること。 

② ㏵中᪩㏥する場合や、6+R 後に出校する場合は、通信制職員室に᮶て出校

票を受け取り、記入し提出すること。 

③ 㐜้者は、ࡑの時間は出席が認められません。 

④ 㠃᥋ᣦᑟ中及び自習室では、携帯電話の電※をษってࣂッグにいれておく

こと。 

⑤ 教室内では≉ูに許可を受けた生徒以外はᖗ子を⬺ぐこと。 

ն ౑用した教室・場所はᩚ理・ᩚ㡻・ᡞ⥾り・消ⅉを行う。 

շ あいさつບ行、学生らしい᭹⿦をᚰがけること。 

ո ✵き時間ができた場合は、２０６・２０７教室で自習すること。 

自習室ではなる࡭く⚾ㄒをៅみ、࿘ᅖに㏞ᝨをかけないこと。 

なお、日⛬が⤊஢したら、すみやかに下校すること。 

《࣏ࣞート提出について》

ア ࣏ࣞートはỴめられた回ᩘを、Ỵめられたᮇ㝈内に、Ỵめられた㡰に提出 

すること。なお、࣏ࣞートは㠃᥋ᣦᑟの⤊஢後に提出すること。 

 イ ࣏ࣞートの提出は、提出ᮇ㝈のᙜ日消༳᭷ຠ。 

   ┤᥋持ཧも可であるが、持ཧの場合の日時と提出先は以下のとおりです。

  日 時・・スクーリング日・ᖹ日（௦休日を㝖く）の１６：５０まで。 

  提出先・・通信制職員に㝈る。 ※事務室では受け付けない。

ウ 提出ᮇ㝈のᙜ日に持ཧした場合、１６：５０㐣ࡂに提出された࣏ࣞート

はホ価が２ẁ㝵下がる。（合᱁であれࡤ不合᱁にはならない。）

各種ኚ᭦についてی

住所や電話番ྕのኚ᭦や改ጣ等があった場合は、必ずᢸ௵に連絡しኚ᭦ᡭ⥆

きを行ってください。活動していないᮇ間であってもᡭ⥆きが必要です。 

。からないことがあったら、必ず先生に㉁ၥしてくださいࢃ学校のことでی

自ศだけでุ᩿したり、཭㐩に⪺いたりすると、間㐪࠼た行動をとる原ᅉとな 

ります。⤖ᯝとして、༢఩ಟᚓや༞業に重኱なᙳ㡪を及ࡰすᜍれがありますの

で、必ず先生に┦ㄯして、ᣦ示を受けてください。 

  学校のことはもちࢁん、㐍㊰の┦ㄯな࡝、ᢸ௵の先生と連絡をᐦにするよう

ᚰがけましࡻう。 
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